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社会福祉法人宮古島市社会福祉協議会表彰規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、宮古島市における社会福祉の増進に貢献し功労著しき者、または地域福祉活

動優秀なる団体、並びに社会福祉活動に協力援助した功績顕著な団体、個人に対し、これを表彰

してその功績をたたえ、斯業の伸展に資することを目的とする。 

  

（表彰の種類） 

第２条 表彰又は会長表彰、会長感謝状及び特別功労賞の三種とし、それぞれ表彰状、感謝状、ま

たは特別功労賞と記念品を贈る。 

  

（表彰の基準） 

第３条 表彰は次の各号の 1に該当し推薦書（様式第１号）にて推薦のあったものについては、表

彰審査委員会の審議を経て、会長が行う。但し第３条２（３）により推薦のあったものについては

第４条第２項による。 

１ 会長表彰 

（１）現に民生・児童委員、母子相談員、児童相談員、婦人相談員ならびに保護司の職にあり、

９年以上（期間中断の場合は通算）にわたり特に功労があった者。 

（２）自治会、婦人会、青年会、老人クラブ並びにボランティア団体等で、地域福祉の向上に

特に功労のあった団体並びに個人。 

（３）本会の役員にして１０年以上（期間中断の場合は通算）にわたり、その職責を果たし功

労のあった者。 

２ 会長感謝状 

（１）社会福祉事業協力者 

民生・児童委員等社会福祉奉仕者及び団体以外の者にして、経済的、労力的または、そ

の他の方法をもって社会福祉事業の推進に積極的に協力している者。 

（２）社会福祉協議会活動協力者 

宮古島市職員にして、本会の活動推進のため１０年以上にわたって協力し、特に功労の

あった者。 

（３）高額寄付者、または、善意協力者等 

本会に対し、10万円以上の寄付、善意協力者、固定資産となる物品の寄付を行ったもの。 

３ 特別表彰 

（１）すでに会長表彰を受け、引き続き１０年以上地域社会福祉の向上に特に功労顕著なる者

に対して、特別功労賞を贈ることができる。 

  

（選考の方法） 

第４条 表彰は社会福祉関係行政機関および社会福祉施設、団体ならびに機関等の推薦に基づき表

彰審査委員会に諮り、その審議を経て、会長が決定する。 

２ 第３条２（３）に該当する者については表彰委員会の審議を経ずに会長が決定する。 

 

（職員の表彰） 

第５条 職員が次の各号の一に該当し、他の職員の模範となると認められ推薦書（様式第２）にて

推薦のあったものについては、これを表彰することとする。 
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（１）本会の職員にして１５年以上その職務に精励し、功労のあった者。 

（２）品行方正、業務に誠実で成績優秀であると認めたとき。 

（３）災害を未然に防止し、または非常の際に著しい功績があったと認めたとき。 

（４）本会の名誉となる功績があったと認められたとき。 

（５）本会の財政改善、業務の効率化に著しい功績があったと認めたとき 

（６）その他特に表彰の必要があると認められたとき。 

２ 職員が次の各号の一に該当し推薦書（様式第２）にて推薦のあったものについては、表彰審査

会の審議を経て特別表彰を会長が行う。 

（１）本会職員がその職を退いた場合、在職中の特に功労顕著なる者に対して特別功労賞を贈る

ことができる。 

（２）すでに会長表彰を受け、引き続き 10年以上地域社会福祉の向上に特に功労顕著なる者で、

特に表彰の必要があると認められたとき。 

  

（表彰審査委員会） 

第６条 表彰審査員会は本会会長、副会長、事務局長のほか、社会福祉施設団体、関係機関の代表

者を持って構成する。 

２ 委員は会長が委嘱し、若干名とする。 

  

（表彰の実施） 

第７条 表彰は毎年１回評議員会、または、宮古島市社会福祉大会においてこれを行うことができ

る。 

２ 第４条第２項により決定された、被表彰者へは前項の規定にかかわらずその都度感謝状を贈る

ことができる。 

  

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。 

  

（規程の改廃） 

第９条 本規程を改廃しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。 

  

附 則 

この規程は、平成１８年１１月２１日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。 

  

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

第３、５～８条の改正、第５条の挿入、附則の挿入 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

第 3条第１項語句の変更、第３条２（３）の挿入、第 4条第 2項の挿入、第５条第１項、第２項

語句の挿入、第 7条第 2項の語句の変更、様式第１号、第２号。第３号の追加 

附則の追加 



様式第１号（第３条関係）

印

（ 歳 ）

（西暦でご記入ください）
自
至

自
至

自
至

自
至

自
至

自
至

e-mail:
連 絡 先

宮古島市社会福祉協議会 表彰推薦書
推 薦 年 月 日

推 薦 団 体 名

代 表 者 名

＊ 担 当 者

　　　　　　年　　　　月　　　　日

TEL:

西暦で記入してください

年　　　月　　　日

所 属

フ リ ガ ナ

氏 名

生 年
月 日
（年齢）

性別
推薦日現在

当 該
表 彰
内 容

表彰規程　　第３条　１　（１）　　（２）　　（３）
表彰規程　　第３条　２　（１）　　（２）
表彰規程　　第３条　３

当該項、号を〇で
囲ってください。

部 署 名
職 名 等

現 住 所
〒

社

会

福

祉

事

業

に

お

け

る

経

歴

概

要

勤 務 、 所 属 期 間 所属名（機関、施設、団体等） 役 職 名

年　　　月
年　　　月

　　　年　　ヵ月

年　　　月
　　　年　　ヵ月

年　　　月

年　　　月
　　　年　　ヵ月

年　　　月

年　　　月
　　　年　　ヵ月

年　　　月

年　　　月
　　　年　　ヵ月

年　　　月

年　　　月
　　　年　　ヵ月

年　　　月

通 算 経 験 年 数 年　　　　ヵ月

表

彰

履

歴

参
考
事
項



第３条　２　（３）　該当被表彰用

内 容

寄 付 金

寄付物品

決済時の
留 意 ・
注意事項

決

済

印

欄

会 長 副 会 長 事 務 局 長

その他

内容 金額

〒

連 絡 先
電
話

現 住 所

F
A
X

携
帯

宮古島市社会福祉協議会 表彰推薦書

氏 名

フ リ ガ ナ

（ 表 彰 規 程 第 ３ 条 ２ （ ３ ） 該 当 者 用 ）

性別

内容

事象発生年月日

金額

　上記の内容により、表彰規程第３条第１項第３号の規定に基づき、感謝状を交付してよろしいで
しょうか

起 案 日 起 案 者 印　　



様式第２号（第５条関係）

印

（ 歳 ）

推

薦

事

由

＊表彰に該当する事由を記載

表

彰

履

歴

参
考
事
項

推薦者所属部署名

職 名

氏 名
年　　　月　　　日

推薦日現在

当 該 表
彰 内 容

表彰規程　　第５条第１項　（１）　　（２）　　（３）　　（４）　　（５）　　（６）

日 付

現 住 所
〒

所 属 課 名

所属部署名

所 属 課 所 属 部 署 職 名 備 考

職 務 履 歴
この欄には、宮古島市社会福祉協議会における
職歴を記載

当該項、号を〇で
囲ってください。表彰規程　　第５条第２項　（１）　　（２）

フ リ ガ ナ 生 年
月 日
（年齢）

西暦で記入してください

性別

推 薦 者

宮古島市社会福祉協議会 表彰推薦書
推 薦 年 月 日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

推 薦 者 所 属 課 名


